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ポイント

１. 食品のトレーサビリティとは何か？

２．その効果は何か？

３．取り組むには、何をすればよいのか？
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トレーサビリティとは

「生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数
の段階を通じて、食品の移動を把握できること」
(Codex, 2004)

【定義】

トレーサビリティは、食品がどこから来て
どこへ行ったかわかるようにするもの

２

あくまで食品の移動を追跡できるように
しておくことであり、そのことで直ちに
食品の安全が確保されるものではない

「トレーサビリティ
できているので
安全です」

農産物
生産段階 加工段階 小売段階

流通 流通

食品の安全を守るためには

消費者

（２００８年）

Ｔ県の小売店舗倉庫での

殺虫剤散布による

商品の外装の汚染

農場から、市場、加工工場、小売店、家庭までのすべて
の段階で、有害な病原菌等に汚染される可能性がある

（２０００年）

乳製品の製造工程における

黄色ブドウ球菌の汚染によって

約１万５千人が被害
３

流通・加工段階の把握も重要



○ 食中毒が発生した時等に、問題となる食品をいち
早く特定し、回収することができるようにするため、
品名、仕入元、仕入量等の記録の作成・保存を生産
者・食品事業者の努力義務として規定
（平成１５年の食品衛生法改正により導入）

食品衛生法（第三条第二項）

４

欧州連合（ＥＵ）：一般食品法（第１８条）

○ 的確な食品回収等のため、個々の生産者・食品
事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、何を、いつ、
どこへ出荷したかを記録・保存することを義務づけ

Ａ流通 Ｄ小売
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・問題が発生した際に、
① 商品を特定した迅速な回収
② 問題の発生箇所の速やかな特定
③ 安全な他の流通ルートを確保し、安定的に供給

③

③

③

③
③

トレーサビリティの効果

（事故発生前の取引ルート ）
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トレーサビリティに取り組むためには

個々の生産者・食品事業者が、何を、いつ、どこから入荷
し、何を、いつ、どこへ出荷したかを入出荷時に記録・保存
たとえば、伝票の保存や荷受情報の記帳など

６

情報機器を整備・
導入しないとできない

事業者事業者
（入荷元）

事業者
（出荷先）

・ 品目
・ 入荷日
・ 入荷元

・ 品目
・ 出荷日
・ 出荷先 ※ 生産履歴を記録・

開示することとは別

仕入伝票

納入先

Ａスーパー様

Ｎｏ．１２３４５６

納品日

０８年８月８日

取引先

コード 品名 クラス 発注数 数量 原単価

（有）Ｂ商事

きゅうり（群馬県）

トマト（長野県） ５ ｋｇ

１０ ｋｇ

ピーマン（宮崎県） ３ ｋｇ

○○

△△

××

３０

トマト（宮崎県）

レタス（香川県）

たまねぎ（兵庫県）

７ ｋｇ

２ ｋｇ

１０ ｋｇ

☆☆

□□

※※

２０

１０

７０

２０

２０

７



農協 流通 流通 小売

小売

小売

小売

流通

流通

流通

生産者 生産者

商品を特定した迅速な
回収

問題の箇所・
流通ルートを特定

１. 被害の拡大防止
２. 食品の安定供給

安全な流通ルートを確保 ３. 経済的損失の軽減
など

８

（「平成１９年度食品産業動向調査結果」農林水産省統計部）

我が国の状況

９

※「産地等」とは、農協又は生産者
を指す（卸売業者等を特定できる
かは、本調査では聞いていない）

すべての食品
で特定が可能

32％

40％

28％

特定できるかわからない
特定は不可能

一部の食品で
特定が可能

小売事業者の約７割が、

扱う食品の「産地等」が

わかると回答。

※生鮮食品４０品目、加工食品１０品目、
合計５０品目について質問したもの



まとめ
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１. 食品のトレーサビリティとは何か？
食品がどこから来てどこへ行ったか
わかるようにするもの

２．その効果は何か？

問題が発生した際、商品を特定した回収、
問題の発生箇所の特定、安全な流通ルート
の確保等に効果

３．取り組むには、何をすればよいのか？

個々の生産者・食品事業者が、何を、いつ、
どこから入荷し、何を、いつ、どこへ出荷したか
を記録・保存


